
特別徴収継続（転職）するとき
指定番号：不明な場合は空欄

前職（退職する）事業所

転職先事業所

※転職先事業所と調整済の場合のみ
　「特別徴収継続」が可能です。

※転職先と調整できない場合は、
　前職の事業所から「異動届出書（普通徴収へ切替）」を、
　転職先の事業所から「特徴切替依頼書」を、
　それぞれご提出ください。

※黄色の枠内についてご記入ください


